
​提案説明書​

​１　担当部局名​
​〒０６０－８６１１　札幌市中央区北１条西２丁目　札幌市役所３階​
​札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課運営指導係　【担当】坂本​
​電話（０１１）２１１－２９３８　　FAX（０１１）２１８－５１８１​

​２　企画競争に付する事項​
​⑴　役務の名称​

​　　　　令和８年度（２０２６年度）札幌市個別支援計画事業者研修会企画運営業務​
​⑵　調達案件の内容​

​　　　　別添「仕様書」のとおり​
​⑶　履行期間​

​　　　　契約締結日から令和９年（２０２７年）３月１２日（金）まで​

​３　提案を求める事項​
​　　 以下の項目について具体的な提案を行うこと。​

​⑴　札幌市個別支援計画事業者研修会の実施​
​①基礎研修​
​②応用研修​

​　 事例とするモデルケースや研修内容については具体的かつ詳細に提案すること。​
​　　　　事例として活用する障がいの種別や程度、家族構成などを詳細に設定し提案すること。​

​また、主な講師の経歴などについても詳細に提案すること。​
​⑵　広報活動​

​参加募集を行う広報媒体などの手法（募集チラシの作成は必須）​
​⑶　管理・運営体制、スケジュール​

​　　　　本事業を実施する、運営・管理体制（講師やファシリテーター予定者を含む）や会場、スケ　　　​
​　　　ジュール。​

​⑷　その他​
​　　　　類似業務の実績など、本事業の目的達成のために必要と考えられる項目があれば提案するこ​
​　　　と。​

​４　予算規模​
​　 　１，３８８千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を上限とする。​
​　　 なお本事業は札幌市議会において令和８年度予算案が可決された場合に実施する。​

​５　企画提案に係るスケジュール（予定）​
​⑴　公募型企画競争参加表明書等提出期限・・・令和８年（２０２６年）２月１９日（木）１７時必着​
​⑵　企画提案に関する質問票の受付期限・・・・・令和８年（２０２６年）２月１９日（木）１７時必着​
​⑶　企画提案書提出期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和８年（２０２６年）３月６日（金）１７時必着​
​⑷　審査会（書面）開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和８年（２０２６年）３月１０日（火）から​

​　　　　　　　　　   　　３月１９日（木）まで​
​⑸　審査結果の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和８年（２０２６年）３月３０日（月）​
​⑹　契約締結日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和８年（２０２６年）４月上旬​

​６　参加資格要件​
​委託業務を効果的かつ効率的に実施することができる民間企業、公益法人等（以下「企業等」​

​という。）であり、次のすべての要件を満たすものとする。​
​⑴　相談支援専門員の要件となる「相談支援従事者研修」について、北海道から指定を受けて実　​

​施している法人であり、ケアマネジメントに関する高い知識・経験と研修開催の実績を有してい​
​ること。​

​⑵　事業協同組合等の組合がこの企画競争に参加する場合は、当該組合等の構成員が構成員単​
​独での応募参加を希望していないこと。​



​⑶　企画提案書の提出期限において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続き​
​開始の申し立て、または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し​
​立てがなされている者（手続き開始決定後の者は除く。）等、経営状況が著しく不健全でないこ​
​と。​

​⑷　企画提案書の提出期限において、札幌市競争入札参加停止措置要領（平成１４年４月２６日財​
​政局理事決裁）の規定に基づく参加停止の措置を受けていないこと。​

​⑸　複数企業による共同企業体（ＪＶ）ではない者。​

​７　参加手続きに関する事項​
​⑴　参加表明書・誓約書の提出​

​ア　提出期限​
​令和８年（２０２６年）２月１９日（木）１７時必着​

​イ　受付時間​
​９時から１７時まで（土日・祝日を除く）​

​ウ　提出方法​
​下記様式について、持参又は郵送により提出すること。​

​(ｱ) 　公募型企画競争参加表明書（様式１）​
​(ｲ)​​　​​誓約書（様式５）​
​(ｳ) 　個人情報取扱安全管理基準適合申出書（様式６）​

​　　なお、札幌市競争入札参加資格名簿（物品・役務）に登録されていない者については、　​
​参加資格要件を満たしているか確認が必要であるため、下記ａ～ｄの書類についても併せ​
​て提出すること。​

​　ａ　登記事項証明書の写し​
​　　　　            企画提案書の提出期限の３ヶ月前の日以降に発行された、最新の内容のもの。現在事​

​項又は履行事項全部証明書どちらでも可​
​ｂ　市町村税の納税証明書の写し​

​　 　       企画提案書の提出期限の３ヶ月前の日以降に発行された、課税されているすべての​
​項目について、未納がない旨の証明書​
​※企業等の所在地が札幌市の場合、納税証明書（指名願）を提出すること。札幌市以外​
​の企業等については、各自治体の書類による。​

​ｃ　  消費税及び地方消費税の納税証明書の写し​
​企画提案書の提出期限の３ヶ月前の日以降に発行された、未納がない旨の証明書​

​　ｄ　  貸借対照表、損益計算書の写し​
​企画提案書の提出期限の直前２期分（決算期変更により１２ヶ月前に満たない決算期が​
​ある場合は直前３期分。設立直後で直前１期分の決算しか終えていない場合は直前１期​
​分について、確定している決算書（貸借対照表、損益計算書）を提出すること。​

​エ　提出先​
​「１　担当部局名」と同じ。​

​オ　参加資格の審査​
​提出を受けた誓約書の内容等から参加資格の審査を行い、参加資格を満たすことが確認​

​できた者に対しては、その旨を口頭または電子メール等にて通知する。​
​　　　   参加資格を満たすことが確認できなかった者に対しては、その旨を文書で通知する。​
​　　　　　  なお、上記審査により参加資格を満たすことが確認できた者についても、最終的に契約候​
​　​​　​​　​ ​補​​者​​が​​選​​定​​さ​​れ​​契​​約​​締​​結​​に​​至​​る​​ま​​で​​の​​間​​に、​​下​​記​​(ｱ)​​～​​(ｳ)​​の​​項​​目​​に​​該​​当​​す​​る​​こ​​と​​が​​判​​明​​し​​た​
​　　　    場合は、提案書類を受け付けず、もしくは既に提出された提案書類の評価を行わず、又は契​

​約候補者としての選定を取り消すものとする。​
​(ｱ)　参加資格を満たしていないことが判明し、または満たさないこととなったとき。​
​(ｲ)　提案書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。​
​(ｳ)　不正な利益を図る目的で企画競争実施委員等と接触し、または利害関係を有するこ​

​ととなったとき。​
​⑵　企画提案に関する質問の受付​

​ア　提出期限​
​令和８年（２０２６年） ２月１９日（木）１７時必着​

​イ　 提出方法​



​質問票（様式２）にて、電子メールで提出すること。​
​提出する場合は、件名を「管理者等研修企画運営業務に関する質問」とすること。​
​電子メール　​​uneishidou@city.sapporo.jp​

​ウ　回答方法​
​質問者に対して個別に行うが、広く公開すべきと判断したものについては、ホームページ​

​に掲載する。​
​　​
​⑶　提案書の提出​

​ア　提出期限​
​　　 令和８年（２０２６年）３月６日（金）１７時必着​

​　　  イ　 受付時間​
​　　　　    ９時から１７時まで（土日・祝日を除く）​

​ウ　 提出方法​
​下記様式について、持参または郵送により提出すること。​
​なお、下記(ｲ)～(ｴ)については​​８部​​提出すること。​
​また、提出資料は左側にファイリング用の２つ穴を開けること。​

​(ｱ)　公募型企画競争申込書（様式３）​
​(ｲ)　法人の概要（様式４）​
​(ｳ)　企画提案書​

​自由様式、Ａ４判片面で作成。表紙及び目次を除きページの通し番号を付すること。​
​(ｴ)　見積書​

​自由様式、Ａ４判片面で作成。経費の内訳を記載、消費税相当額も明示すること。​
​　　　    (ｵ)　辞退届（様式７）​
​　　　　  　　  企画競争に参加しない場合に提出すること。​
​　　　　         また、上記提出書類の電子データを電子メール（１通４MB以内）にて提出すること。​
​　　　エ　提出先​

​(ｱ)　紙ベース​
​　「１　担当部局名」と同じ。​

​　　    　(ｲ)　電子データ​
​　　障がい福祉課運営指導係アドレスあて​

​uneishidou@city.sapporo.jp​

​８　審査​
​⑴　書面審査​

​　　　　企画提案者に対する審査を実施後、その内容を踏まえ、企画提案書等の評価を行う。​
​ア　審査実施日​

​　　　　　令和８年（２０２６年）３月１０日（火）から３月１９日（木）まで​
​イ　審査項目、配点及び点数の基準​

​別添「契約候補者選定指針」のとおり。​
​ウ　質疑応答​

​企画競争実施委員から企画提案書等に対し質問・確認事項がある場合、審査開始日以降に​
​　　 企画提案者あて電子メールで送付する。企画提案者は指定された期限までに回答を行う。​

​⑵　契約候補者の選定​
​　上記の評点に基づき、委員の合計最高評価点（１００点×委員数）の６割を最低基準点とする。​
​企画競争実施委員会において最低基準点を超え、かつ最も高い評価を得た企画提案者を契約​
​候補者として選定する。​
​ア　選定手順、評価方法及び評価基準​

​　　　　 　別添「契約候補者選定指針」のとおり。​
​イ　 審査結果​

​企画提案者すべてに選定結果を文書で通知する。​

​９　契約​
​　⑴　契約方法​

​企画競争実施委員会において選定された契約候補者と札幌市の間で、企画提案内容を元に​



​協議を行い、協議が整った場合は特定者を相手方とする随意契約により契約を締結する。​
​　⑵　契約条項​

​別添「契約書案のとおり」​

​10　疑義の申し立て​
​⑴　疑義の申し立て​

​　企画提案者は、企画競争への参加資格の審査結果又は提案企画の選定結果に疑義があると​
​きは、それぞれ以下の期間内に書面により疑義の申し立てをすることができる。​
​　ただし、持参により提出するものとし、送付または伝送によるものは受け付けない。​
​ア　参加資格についての疑義申し立て​

​審査結果の通知を受けた日の翌日から起算して１０日（土日・祝日を除く。）以内​
​イ　選定結果についての疑義申し立て​

​選定結果の通知を受けた日の翌日から起算して３日（土日・祝日を除く。）以内​
​⑵　申し立てに対する回答​

​申し立てのあった日の翌日から起算して５日（土日・祝日を除く。）以内に、書面により回​
​　　 答する。​

​⑶　申し立ての提出先及び受付時間​
​提出先：「１　担当部局名」と同じ​
​受付時間：８時４５分から１７時１５分まで（土日・祝日を除く。）​

​11　その他留意事項​
​⑴　書類の作成・提出に係る費用は提出者の負担とする。​
​⑵　提出された書類は返却しない。​
​⑶　同一企業等からの複数の企画提案書等の提出は認めない。​
​⑷　誤字等を除き、応募書類提出後の内容変更及び追加は原則として認めない。ただし、やむを​

​得ない事情があると市が判断した場合には内容変更及び追加を認める。​
​⑸　書類の著作権は提出者に帰属するが、市が本件の選定の公表用に必要な場合には、市は書類​

​の著作権を無償で使用することができる。​
​⑹　提出された企画提案書等は、札幌市情報公開条例（平成１１年条例第４１号）の定めるところに​

​より、公開される場合がある。​


